
＜月収例：週４０時間の場合＞

■ 通勤手当(上限59,000円、実績に応じて翌月支給)
■ 介護処遇改善等手当(最大16,000円／月)
■ ベースアップ支援金(最大7,000円／月)

令和6年3月31日まで(契約更新の可能性あり)

勤務場所 　 管理部総務課

休日休暇等 　■週休２日制（週４０時間） ※年間休日１２２日（令和４年度）
土・日・祝日及び１２／２９～１／３

　■年次有給休暇　　 初年度１０日（採用月により異なります。）
　■特別休暇

社会保険等 　健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

健康管理 　毎年、定期健康診断を実施しています。

〒651-2181　　神戸市西区曙町1070

　　総合リハビリテーションセンター　管理部総務課

　　ＴＥＬ：078-927-2727（代表）　（電話照会：９時～１７時（土・日・祝除く））

　上記申込先に電話申込

８：４５～１７：３０（休憩１２：００～１２：４５）

採用予定日 随時

１名

諸　手　当

勤務時間

電話・来客対応、各種報告書、帳簿作成、各種休暇の整理や管理等

雇用期間

　９７０円×８時間×２０日＝１５５，２００円(A)
　介護処遇改善等手当　１６，０００円(B)
　ベースアップ支援金　　　７，０００円(C)
　(A)+(B)+(C)=１７８，２００円

(時給　９７０円)
※諸手当を別途支給するため、最低
賃金を満たしています。

申込方法

申込先

　 　厚生休暇(リフレッシュ休暇)（年間5日）、結婚休暇（上限5日）、
　　 子の看護（上限10日）、 家族の介護（上限10日）等

採用予定数

賃 金

事務補助員(総務課)　 採用試験案内

事務補助員【契約職職員（Ⅱ）】

基本給　１５５，２００円
（月収例　　１７８，２００円）

仕事内容

※　契約職職員(Ⅱ)とは、単年度契約の時給制の職員で、雇用期間は最大５年です。（※無期雇用制度あり）

募集職種

社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団

総合リハビリテーションセンター

１ 募集職種・受験資格・採用予定数等

３ 受験手続等

２ 給与・勤務条件・福利厚生等

月の勤務時間数により変動あり


